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「労働衛生」とは
3

「安全衛生」から「産業安全」を除いたものです。

産業安全
（けが対策）

労働衛生
（病気対策）

安全衛生
（労働災害防止対策）



「労働衛生」とは
4

「職業性疾病対策」と「産業保健」から成ります。

【絵の出典】厚生労働省「職場のあんぜんサイト」労働災害事例（ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/）、
パンフレット「中小企業事業者の為に産業医ができること」（独立行政法人労働者健康安全機構、平成31年３月）

産業保健
職業性
疾病対策

トルエンでドラム缶
の内部を洗浄作業中
に急性有機溶剤中毒

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/


労働災害のリスク低減措置
5

より本質的な対策を優先するようにしましょう。

【絵の出典】パンフレット「自動車整備業におけるリスクアセスメント〜災害ゼロをめざして!!〜」（厚生労働省、平成22年１月）

危険な作業の
廃止・変更 工学的対策 管理的対策

個人用保護具の
使用

危険な作業の廃止・変更、危険
性や有害性の低い材料への代
替、より安全な施工方法への変
更等

ガード、インターロック、局所
排気装置等の設置等

マニュアルの整備、立ち入り禁止
措置、ばく露管理、教育訓練等

左の措置を十分に講じることが
できず、除去・低減しきれな
かったリスクに対して実施する
ものに限られます※作業場のレイアウトも含まれます。

リスク源 労働者リスク
Machine/Material Man

Media/Method

Management



労働衛生の３管理
6

労働衛生分野のリスクコントロール。

作業管理

健康管理

作業環境

管理

ソフト

モニタリング

ハード

ベース

①本質的な対策
有害な作業の廃止・変更、
有害性の低い材料への代替等。

②ハード的対策（工学的措置）
有害物の封じ込め、
局所排気装置の設置、
レイアウトの変更等。

③モニタリングとフィードバック
作業環境測定結果に基づく改善等。

④ソフト的対策（管理的措置）
有害な作業の時間の短縮、
作業方法・作業姿勢の改善、
マニュアルの整備、
立入禁止措置、
有害物曝露状況の管理、
教育訓練等。

⑤個人用保護具の使用
（止むを得ない場合の措置）
呼吸用保護具、保護衣、
保護手袋、保護眼鏡等。

⑥個人：健康診断とフォローアップ（事後措置）
有所見者の把握、就業可否の判断等。

⑦全体：健康診断とフィードバック
「作業環境管理」「作業管理」の見直し等。

⑧労働衛生管理体制の確立
産業医、衛生管理者、衛生推進者の選任、
衛生委員会等の調査・審議、
有害業務に係る「作業主任者」の選任等。

⑨労働衛生教育の実施
労働衛生の３管理についての教育、
健康教育、
有害業務従事者への「特別教育」等。

労働衛生教育

労働衛生管理体制

【絵の出典】パンフレット「自動車整備業におけるリスクアセスメント〜災害ゼロをめざして‼〜」（厚生労働省、平成22年1月）



準備期間（9/1～9/30）に実施する事項①：重点事項
7

「令和４年度全国労働衛生週間実施要綱」から

（準備期間①）

重点事項 過重労働
メンタル
ヘルス

COVID-
19

転倒
腰痛

高年齢者
エイジフレンドリー

ガイドラン

化学物質 石綿

職場における

受動喫煙
防止のための
ガイドライン

治療と
仕事の
両立支援

腰痛
予防対策指針

STOP!
熱中症
クールワーク
キャンペーン

テレワーク
ガイドライン



準備期間（9/1～9/30）に実施する事項②：労働衛生の３管理
8

「令和４年度全国労働衛生週間実施要綱」から

（準備期間②）

労働衛生
の

３管理

労働衛生
管理体制

作業環境
管理

作業管理
健康管理
職場の健康診断実施
強化月間（９月）

労働衛生
教育

THP指針
事業場における

労働者の
健康保持増進の指針

快適職場
指針

副業
兼業

ガイドライン

感染症
COVID-19

ウイルス性肝炎

HIV
風疹



準備期間（9/1～9/30）に実施する事項③：作業の特性に応じた事項
9

「令和４年度全国労働衛生週間実施要綱」から

（準備期間③）

作業の
特性ごと

粉じん
第９次

粉じん障害防止
総合対策

電離
放射線

騒音障害
防止

ガイドライン

振動障害
総合対策要綱

東日本
大震災連

原発作業
除染作業

情報機器
作業

ガイドライン

酸欠
酸素欠乏症等

O2 H2S

CO中毒



本期間（10/1～10/7）に実施する事項
10

「令和４年度全国労働衛生週間実施要綱」から

全国
労働衛生週間

本週間

トップ等の
パトロール

労働衛生旗
の掲揚

スローガン
の掲示

労働衛生の
優良職場や
功績者の
表彰

緊急時の
実地訓練
有害物漏洩事故
酸欠等事故

労働衛生の
意識高揚
講習会・見学会

作文・写真・標語の掲示



定期健康診断結果①：有所見率の推移（岐阜労働基準監督署）
11

有所見率が増加しています。
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定期健康診断結果報告書（労働者50人以上の事業場に提出義務あり。）による。
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定期健康診断結果②：業種別有所見率（岐阜労働基準監督署）
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有所見率の高い業種は、運送業、建設業、製造業となっています。

定期健康診断結果報告書（労働者50人以上の事業場に提出義務あり。）による。

運送業

高め
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定期健康診断結果③：項目別有所見率（岐阜労働基準監督署）
13

健康診断の事後措置（フォローアップ）をお願いします。

定期健康診断結果報告書（労働者50人以上の事業場に提出義務あり。）による。

血中脂質

血圧

肝機能

要改善

ほか生活習慣病の因子



「コラボヘルス」のお願い
14

健康診断の事後措置だけでなく健康保険などとのデータ連携もお願いします。

乳幼児

思春期

働き盛り

高齢者

地
域
保
健

医
療
保
険
制
度

職
域
保
健

（
産
業
保
健
）



特殊健康診断結果（岐阜労働基準監督署）
15

特殊健康診断の適切な実施をお願いします。
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感染症予防対策、腰痛予防対策、熱中症予防対策をお願いします。

業務上疾病は「労働者死傷病報告」（休業４日以上の死傷災害）による。新型コロナウイルスによるものを含む。

腰痛, 27 人, 
16%

熱中症
6 人

4%

COVID-19, 
128 人, 74%

それ以外, 
11 人, 6%

傷病分類別発生状況（令和３年）

業務上疾病

（休業４日以上）

計172人

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html


【参考】脳・心臓疾患/精神障害の労災補償状況（全国）
17

過労死等事案は減少傾向にあります。精神障害事案は増加傾向にあります。

「過労死等の労災補償状況」（厚生労働省）。労災支給決定件数は、当該年度に「業務上」と認定した件数で、当該年度以前に請求
があったものを含む。
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法令改正①：事務所における労働衛生対策（一部令和３年12月１日から）
18

オフィスの照度基準などが改正されました。

作業の区分 基準

一般的な事務作業 300lx以上

付随的な事務作業 150lx以上

オフィスの照度基準（令和４年12月１日から）

パンフレット「ご存じですか？ 職場における労働衛生基準が変わりました」（厚生労働省、令和４年４月）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html


法令改正②：有害業務従事者の歯科健診の徹底（令和４年10月１日から）
19

有害業務※従事者の歯科健康診断の実施率が低いことから関係法令の改正を行いました。令和４年10月１日施行。

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に

有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

※ 歯科健康診断の対象となる有害な業務

• 上記の有害な業務に常時従事する労働者

に対しては、６か月ごとに１回、定期に

歯科医師による健康診断を実施する。

• 労働者数50人以上の事業場は、一般定期

健康診断結果とともに、上記歯科健診の

結果も記載して労働基準監督署に報告す

る。

これまで

• 上記の有害な業務に常時従事する労働者

に対しては、６か月ごとに１回、定期に

歯科医師による健康診断を実施する（変

更なし。）。

• 労働者数50人以上の事業場は、一般定期

健康診断結果を労働基準監督署に報告す

る（あまり変わらない。）。

• 労働者数に関係なく（労働者数50人未満

であっても）上記歯科健診の結果を労働

基準監督署に報告する。

令和４年 1 0月１日から



20

歯科健診の欄がなくなる。

変更後の様式（定期健康診断）

50人以上に提出義務あり（従来どおり） 50人未満も提出義務あり

新様式（歯科健診のみ）



法令改正③：新たな化学物質規制（「自律的な管理」に向けて）
21

化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。

化学物質による休業４日以上の労働災害（がん等の遅

発性疾病を除く。）の原因となった化学物質の多く

は、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっ

ています。本改正は、これら規制の対象外であった有

害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上

限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整

備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメン

トの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に

実施する制度を導入するものです。

※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規

則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則

従来の特化則や有機則等

による規制は残ります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html


22

施行日
規制項目 R4.5.31 R5.4.1 R6.4.1

化
学
物
質
管
理
体
系
の
見
直
し

ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加 ○

ばく露を最小限度にすること ○ ○

ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 ○

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 ○ ○

衛生委員会付議事項の追加 ○

がん等の遅発性疾病の把握強化 ○

リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 ○

化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 ○

リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 ○

がん原性物質の作業記録の保存 ○

実
施
体
制

の確
立

化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化 ○

雇入れ時等教育の拡充 ○

職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 ○

情
報
伝
達
の
強
化

SDS等による通知方法の柔軟化 ○

SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 ○

SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化 ○

事業場内別容器保管時の措置の強化 ○

注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 ○

管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 ○

特殊健康診断の実施頻度の緩和 ○

第三管理区分事業場の措置強化 ○



法令改正④：労働者以外の者に対する保護規制（令和５年４月１日から）
23

「安衛法第22条は労働者と同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨」とした最高裁判決を踏まえた改正です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00008.html


ゼロ災チャレンジ2022
24

期間中の災害ゼロに向けた取組を推進しています。229事業場が参加しています。

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/GifuSyo_ZeroSaiChallenge.html

